
⚫ 近年、自然環境や景観の保全を目的として、再エネ発電設備の設置に抑制的な条例（再エネ条
例）の制定が増加していることを踏まえ、全国の自治体を対象に条例の制定状況を調査し、
1,439の自治体から回答を得た（回答率80.5%)。

⚫ 2016年度に26件だったものが2021年度には184件と6年で約7倍に増加し、全国の自治体の
約１割が、再エネ条例を制定している状況。

⚫ このうち、130件の条例は、再エネ発電設備の設置に関し、抑制区域や禁止区域を規定しており、
中には埼玉県川島町の条例のように、域内全域を抑制区域とする例も見られる。

再エネ条例は近年増加（再エネ条例制定件数推移） ○川島町太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例 概要
（施行日：令和３年１月１日）

・抑制区域：配慮が必要と認められる地域を抑制区域として指定

※施行規則により、川島町全域を指定

・周辺関係者への説明：周辺関係者に対し説明会を開催

・標識の掲示：設置区域内の公衆の見やすい場所に標識を掲示

・報告の徴収：事業に関する報告を求めることができる

・立入検査等：事業区域に立ち入り、必要な調査をすることができる

・指導、助言及び勧告：指導、助言及び勧告を行うことができる

・公表：勧告に従わない場合、公表することが出来る

（参考）再生可能エネルギー発電設備の設置に関する条例の制定状況
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約7倍

（１）土地開発前段階
（２）土地開発後～運転開始後段階
（３）廃止・廃棄段階
（４）各段階共通
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